
 

 

 フレックスタイム制では，始業・終業時刻を自由に選択できる時間帯（フレキシ

ブルタイム）と，必ず勤務すべき時間帯（コアタイム）を定めるのが一般的です。 

 フレキシブルタイムは，抽象的な就労義務はあるものの具体的な就労義務はなく，

フレキシブルタイムの総枠のうち，何時間働くかは労働者自らが選択し勤務するも

のであるため，労働者が労働時間を自由に選択することができます。 

 では，フレキシブルタイムに緊急会議を招集することが必要になった場合や，取

引先との会議・打合せの時刻に労働者に出勤する必要性が出てきた場合，使用者は，

全く労働を命ずることができないかというと，そうではありません。 

 フレックスタイム制を採用する以上，安易にフレックスタイム制を解除すること

は当然避けるべきですが，労働時間法制は，使用者が法違反とならない限度におい

て，業務上の必要性に基づき，労働者の保護との調和をとった範囲で，一時的にフ

レックスタイム制を解除することは認められると考えています。 
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Ｑ666．フレックスタイム制を採用している企業において，一時的にフ

レックスタイム制を解除することはできますか？ 


